
公
益
社
団
法
人
名
古
屋
市

食
品
衛
生
協
会
の
令
和
８
年
度

定
時
社
員
総
会
が
６
月
１６
日

（
火)

、
午
後
２
時
か
ら
名
古

屋
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
に
お
い
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

総
会
は
久
野
雄
一
副
会
長
の

開
会
の
辞
、
舟
橋
左
門
会
長
の

挨
拶
に
続
い
て
、
名
古
屋
市
保

健
所
長
の
小
嶋
雅
代
様
、
顧
問

の
名
古
屋
市
会
議
員
ふ
じ
た
和

秀
様
、
愛
知
県
議
会
議
員
寺
西

む
つ
み
様
か
ら
ご
祝
辞
を
頂
き

健
康
福
祉
局
生
活
衛
生
部
長
の

白
橋
秀
明
様
は
じ
め
ご
来
賓
の

皆
様
が
ご
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
舟
橋
会
長
が
議

長
と
な
り
議
事
の
審
議
に
入
り

ま
し
た
。
提
出
議
案
は
、
第
１

号
議
案
「
令
和
７
年
度
事
業
報

告
」
、
第
２
号
議
案
「
令
和
７

年
度
計
算
書
類
の
承
認｣

、
第

３
号
議
案
「
役
員
の
任
期
満
了

に
伴
う
改
選
（
案)

」
の
３
議

案
で
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
報

告
事
項
は
「
令
和
８
年
度
事
業

計
画
」
と
「
令
和
８
年
度
収
支

予
算
」
の
２
つ
で
し
た
。

第
1
号
議
案
「
令
和
７
年
度
事

業
報
告
」

１　

食
品
衛
生
思
想
の
普
及
啓

発
事
業

⑴
８
月
の
食
品
衛
生
月
間
に
、

各
区
食
品
衛
生
協
会
が
保
健
セ

ン
タ
ー
等
と
連
携
し
て
食
品
衛

生
パ
レ
ー
ド
、
消
費
者
懇
談
会

等
を
実
施
し
た
。

⑵
9
月
9
日
に
、
消
費
者
代

表
（
市
地
域
女
性
団
体
連
絡
協

議
会)

、
行
政
（
市
保
健
所
・

保
健
セ
ン
タ
ー)

、
事
業
者
代

表
（
当
協
会
）
に
よ
る
懇
談
会

を
名
古
屋
市
と
共
催
し
た
。

⑶
１１
月
か
ら
２
月
の
「
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
防
止

対
策
期
間
」
に
、
各
区
食
品
衛

生
協
会
が
保
健
セ
ン
タ
ー
と
連

携
し
て
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
啓
発

グ
ッ
ズ
等
を
活
用
し
た
啓
発
活

動
を
行
っ
た
。

⑷
手
洗
い
マ
イ
ス
タ
ー
認
定

講
習
会
を
開
催
し
て
、
当
協
会

会
員
等
4２
名
、
市
女
性
団
体
連

絡
協
議
会
会
員
２３
名
が
修
了
し

た
。⑸

食
品
関
係
事
業
者
の
「
Ｈ

Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
考
え
方
を
取
り
入

れ
た
衛
生
管
理
」
の
取
組
み
を

支
援
す
る
た
め
、
名
古
屋
市
の

委
託
を
受
け
て
一
般
飲
食
店
向

け
の
解
説
動
画
を
作
成
し
た
。

２　

食
品
衛
生
責
任
者
養
成
事

業
名
古
屋
市
の
委
託
を
受
け
て

集
合
型
、
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ

る
食
品
衛
生
責
任
者
講
習
会
を

開
催
し
た
。
な
お
、
６
月
か
ら

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
実
務
講
習
会
の

常
時
受
講
を
開
始
し
た
。

・
集
合
型
の
受
講
者
数

３
,
9
0
４
名

・
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
受
講
者
数

２
,
9
６
３
名

３　

食
品
衛
生
指
導
員
に
よ
る

自
主
衛
生
管
理
の
指
導
・
助
言

事
業⑴

日
本
食
品
衛
生
協
会
の
重

点
指
導
目
標
「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の

考
え
方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管

理
の
定
着
と
振
り
返
り
」
を
踏

ま
え
て
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
簡

易
検
査
等
を
活
用
し
た
巡
回
指

導
を
実
施
し
た
。

⑵
日
本
食
品
衛
生
協
会
の

「
食
の
安
心
・
安
全
・
五
つ
星

事
業
」
の
普
及
に
取
り
組
ん
だ
。

⑶
日
本
食
品
衛
生
協
会
東
海

北
陸
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
（
７
月
３

日　

三
重
県)

、
食
品
衛
生
指

導
員
全
国
大
会
（
１０
月
１５
日　

東
京
）
に
参
加
し
た
。

⑷
食
品
衛
生
指
導
員
再
任
講

習
会
を
開
催
し
８9
名
が
受
講
し

た
。(

食
品
衛
生
指
導
員
総
数

は
１
７
８
名
）

⑸
食
品
衛
生
指
導
員
に
食
品

衛
生
手
帳
を
配
布
し
た
。

⑹
手
洗
い
チ
ェ
ッ
カ
ー
、
ル

ミ
テ
ス
タ
ー
等
の
貸
し
出
し
を

行
っ
た
。

４　

食
品
衛
生
の
向
上
に
関
す

る
顕
彰
事
業

⑴
１１
月
１１
日
、
名
古
屋
ガ
ー

デ
ン
パ
レ
ス
で
開
催
し
た
食

品
衛
生
表
彰
式
で
、
優
良
施
設
、

優
良
従
業
員
及
び
食
品
衛
生
功

労
者
の
表
彰
を
行
っ
た
。

令
和
八
年
度

定
時
社
員
総
会
開
催

令
和
令
和
八八
年
度
年
度

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

〈
次
頁
へ
続
く
〉

舟橋会長挨拶 小嶋保健所長祝辞
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名
古
屋
市
長
表
彰

７
施
設
、
２２
名

名
古
屋
市
食
品
衛
生
協
会

会
長
表
彰　
　

２０
施
設
、
３７
名

⑵
食
品
衛
生
全
国
大
会

（
１０
月
１６
日　

東
京
）
で
表
彰

を
受
け
た
。

厚
生
労
働
大
臣
表
彰

２
施
設
、
３
名

日
本
食
品
衛
生
協
会
会
長

表
彰　
　
　
　

２
施
設
、
５
名

日
本
食
品
衛
生
協
会
理
事
長

表
彰　
　
　
　
　
　
　
　

１
名

⑶
東
海
北
陸
ブ
ロ
ッ
ク
大

会
（
７
月
４
日　

三
重
県
）
で

表
彰
を
受
け
た
。

厚
生
労
働
省
健
康
・
生
活

衛
生
局
長
表
彰　
　
　
　

２
名

５　

食
品
衛
生
に
関
す
る
情
報

の
提
供
事
業

⑴
名
古
屋
市
の
発
令
し
た

食
中
毒
警
報
（
第
１
号
：
７
月

１
日
、
第
２
号
：
７
月
２８
日
、

第
３
号
：
８
月
１８
日)

、
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
注
意
報
（
１２

月
１
日
～
３
月
３１
日
）
を
伝
達

し
た
。

⑵
「
名
古
屋
食
品
界
」(

６

回
発
行)

、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
、
伝
達

網
に
よ
る
食
品
衛
生
情
報
の
提

供
に
努
め
た
。

６　

そ
の
他
の
事
業

⑴
食
品
営
業
賠
償
共
済
、

総
合
賠
償
共
済
「
あ
ん
し
ん

フ
ー
ド
君
」
の
加
入
促
進
に
努

め
た
。

⑵
食
品
衛
生
責
任
者
の
掲

示
用
プ
レ
ー
ト
を
販
売
し
た
。

⑶
支
部
・
区
協
会
の
維
持
・

運
営
の
支
援
、
啓
発
活
動
・
食

品
衛
生
指
導
員
活
動
等
事
業
の

活
性
化
等
へ
の
支
援
を
行
っ
た
。

第
２
号
議
案
「
令
和
７
年
度
計

算
書
類
の
承
認
」

下
記
の
正
味
財
産
増
減
計

算
書
及
び
貸
借
対
照
表
の
と
お

り
で
す
。

第
３
号
議
案
「
役
員
の
任
期
満

了
に
伴
う
改
選
（
案)

」

理
事
候
補
者
及
び
監
事
候

補
者
全
員
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
５０
回
理
事
会

令
和
８
年
度
定
時
社
員
総

会
の
議
案
審
議
終
了
後
、
同
ホ

テ
ル
「
錦
の
間
」
で
開
催
さ
れ

た
新
理
事
に
よ
る
第
５０
回
理
事

会
に
お
い
て
、
新
会
長
に
舟
橋

左
門
氏
（
留
任)

、
副
会
長
に

三
浦
邦
雄
氏
（
留
任)

、
杉
山

博
康
氏
（
新
任)

、
小
林
増
雄

氏
（
新
任
）
の
３
名
の
他
、
専

務
理
事
１
名
、
常
務
理
事
７
名

が
選
任
さ
れ
た
後
、
総
会
会
場

に
戻
り
、
舟
橋
新
会
長
か
ら
挨

拶
が
あ
り
総
会
は
終
了
し
ま
し

た
。新

役
員
は
、
下
記
の
と
お

り
で
す
。

新
役
員
名
簿

　

会　

長　
　

舟
橋　

左
門

　

副
会
長　
　

三
浦　

邦
雄

　
　

〃　
　
　

杉
山　

博
康

　
　

〃　
　
　

小
林　

増
雄

　

専
務
理
事　

池
田　

功
人

　

常
務
理
事　

日
比
野
宏
紀

　
　

〃　
　
　

太
田　

富
久

　
　

〃　
　
　

伊
与
田
文
郎

　
　

〃　
　
　

加
藤　
　

功

　
　

〃　
　
　

太
田　

充
則

　
　

〃　
　
　

世
古　
　

剛

　
　

〃　
　
　

石
原　

範
織

　

理　

事　
　

浅
田　

基
義

　
　

〃　
　
　

渡
邉　

大
雄

　
　

〃　
　
　

小
澤　

堅
二

　
　

〃　
　
　

奥
田　

弘
美

　
　

〃　
　
　

平
出　
　

眞

　
　

〃　
　
　

都
築　

憲
幸

　
　

〃　
　
　

小
貝　

清
明

　
　

〃　
　
　

鈴
木　

雅
喜

　
　

〃　
　
　

佐
山　

義
則

　
　

〃　
　
　

林　
　

三
芳

　
　

〃　
　
　

横
井
健
太
郎

　
　

〃　
　
　

濱
田　

康
喜

　
　

〃　
　
　

水
野　

泰
孝

　
　

〃　
　
　

丹
羽　
　

昭

　
　

〃　
　
　

山
田　

克
哉

　
　

〃　
　
　

新
谷　

真
弘

　
　

〃　
　
　

東
崎　

孝
一

　
　

〃　
　
　

伊
藤　

光
義

　
　

〃　
　
　

佐
藤　
　

誠

　
　

〃　
　
　

平
松　

金
信

　
　

〃　
　
　

漆
島
八
重
子

　
　

〃　
　
　

石
原　

完
治

　
　

〃　
　
　

小
野
田
良
明

　
　

〃　
　
　

大
竹　

冠
児

　
　

〃　
　
　

加
藤　
　

明

　
　

〃　
　
　

山
田　

修
三

　

外
部
理
事　

大
谷　

親
雄

　

監　

事　
　

田
邉　

悦
朗

　
　

〃　
　
　

浅
岡　

哲
也

　

外
部
監
事　

磯
部　

榮
一

〈
前
頁
よ
り
続
く
〉

正味財産増減計算書
令和₇年₄月₁日から令和₈年₃月31日まで

(単位：円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　₁．経常増減の部

⑴　経常収益

受 取 会 費 3, 099, 500 3, 088, 000 11, 500

事 業 収 益 39, 338, 726 35, 747, 301 3, 591, 425

受 取 補 助 金 等 12, 572, 250 11, 054, 989 1, 517, 261

名 古 屋 市 委 託 金 13, 253, 460 12, 673, 716 579, 744

受 取 寄 付 金 0 0 0

雑 収 入 125, 683 44, 035 81, 648

経常収益計 68, 389, 619 62, 608, 041 5, 781, 578

⑵　経常費用

事 業 費 65, 286, 850 55, 710, 385 9, 576, 465

管 理 費 2, 414, 492 2, 257, 429 157, 063

経常費用計 67, 701, 342 57, 967, 814 9, 733, 528

当 期 経 常 増 減 額 688, 277 4, 640, 227 △ 3, 951, 950

　₂．経常外増減の部

当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 688, 277 4, 640, 227 △ 3, 951, 950

一般正味財産期首残高 45, 309, 178 40, 668, 951 4, 640, 227

一般正味財産期末残高 45, 997, 455 45, 309, 178 688, 277

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 45, 997, 455 45, 309, 178 688, 277

貸　借　対　照　表
令和₈年₃月31日現在

(単位：円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

Ⅰ　資産の部
　₁　流動資産
　　　　　現金預金 35, 987, 079 36, 423, 193 △ 436, 114
　　　　　未収金 1, 310, 000 0 1,310, 000
　　　　流動資産合計 37, 297, 079 36, 423, 193 873, 886
　₂　固定資産
　　　　基本財産
　　　　　基本財産積立 5, 435, 706 5, 435, 706 0
　　　　　基本財産合計 5, 435, 706 5, 435, 706 0
　　　　特定資産
　　　　　退職給付積立 6, 870, 080 6, 125, 600 744, 480
　　　　　大会準備積立 1, 320, 514 1, 320, 514 0
　　　　　調整準備積立 3, 046, 803 3, 046, 803 0
　　　　　特定資産合計 11, 237, 397 10, 492, 917 744, 480
　　　　その他固定資産
　　　　　什器備品 1, 103, 858 676, 492 427, 366
　　　　　減価償却累計額 △ 386, 165 △ 126, 318 △ 259, 847
　　　　　ソフトウェア 223, 631 340, 308 △ 116, 677
　　　　　その他固定資産合計 941, 324 890, 482 50, 842
　　　　　固定資産合計 17, 614, 427 16, 819, 105 795, 322

資 　 産 　 合 　 計 54, 911, 506 53, 242, 298 1,669, 208
Ⅱ　負債の部
　₁　流動負債
　　　　　未払金 1, 893, 300 1, 752, 500 140, 800
　　　　　預り金 150, 671 55, 020 95, 651
　　　　流動負債合計 2, 043, 971 1, 807, 520 236, 451
　₂　固定負債
　　　　退職給付引当金 6, 870, 080 6, 125, 600 744, 480
　　　　固定負債合計 6, 870, 080 6, 125, 600 744, 480
　　　　　負債合計 8, 914, 051 7, 933, 120 980, 931
Ⅲ　正味財産の部
　₁　指定正味財産
　　　　指定正味財産合計 0 0 0
　₂　一般正味財産 45, 997, 455 45, 309, 178 688, 277
　　　　(うち基本財産への充当額) 5, 435, 706 5, 435, 706 0
　　　　(うち特定資産への充当額) 4, 367, 317 4, 367, 317 0
　　　　正味財産合計 45, 997, 455 45, 309, 178 688, 277

負債及び正味財産合計 54, 911, 506 53, 242, 298 1, 669, 208

2

№.398　令和₈年₇月₁日



1　全国・名古屋市の食中毒発生状況
　令和7年の全国及び名古屋市の食中毒発生状況につ
いてお知らせします（グラフ及び表のとおり)。全国及
び名古屋市で発生した食中毒の病因物質別事件数・患
者数で最多となったのはノロウイルスでした。その他
アニサキス、カンピロバクター、ウェルシュ菌等を原
因とする食中毒も多数発生している状況です。

また、全国及び名古屋市における過去5年間の食中毒事件数・患者数はともに増加傾向にあります。
手洗いや従事者の健康管理、食品の温度管理等を含めたHACCPに沿った衛生管理を実施することで食
中毒防止対策を進めることが重要です。

2　食中毒予防について
気温や湿度が高くなり細菌が増殖しやすい気象条件になると、細菌性の食中毒が起こりやすくなりま

す。例えば、黄色ブドウ球菌やウェルシュ菌などは、食材や調理後の食品の温度管理が不十分だと食品
中で増殖し、毒素を産生して食中毒を引き起こします。食材は保存方法を守って保管し、調理後の食品
はすみやかに提供しましょう。また、調理後に保存する場合は常温で放置せず冷蔵保存し、再加熱する
際は、十分に加熱しましょう。

一般的に、細菌は１０℃～６０℃の温度帯で増殖しやすくなります。この温度帯に留意し、冷やす場合に
は短時間で通過させるようにしましょう。

3　食中毒警報について
食中毒警報は、例年7月～9月において細菌性の食中毒が起こりやすい気象条件となった場合などに、

市民の皆様や食品関係事業者の方々に対して、食品の取扱いや衛生管理への注意を促すために発令しま
す。食中毒警報が発令されたら、次の点に特に注意して、食中毒の発生を防止しましょう。

◇調理後は長時間放置せず、すぐに提供しましょう。
◇調理の前には石けん等でよく手を洗いましょう。
◇冷蔵庫の温度は１０℃以下になるように気をつけましょう。
◇冷蔵庫に食品を詰め過ぎないようにしましょう。
◇新鮮な材料を使用するようにしましょう。
◇食器、マナ板、包丁、ふきん等は十分に洗浄、消毒しましょう。
◇調理場は常に清潔に保ちハエ、ゴキブリ、ねずみ等の駆除に努めましょう。

（名古屋市保健所 食品衛生課）

名古屋市からのお知らせ
食中毒を防ぎましょう

名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ
食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう

令和7年名古屋市食中毒発生状況
病因物質 件数 患者数

ノロウイルス １１ 44６
アニサキス 4 4
カンピロバクター ２ １６
サルモネラ属菌 １ 9

計 １８ 4７５

ノノロロウウイイルルスス

446622件件
3399%%

アアニニササキキスス

228800件件
2244%%

カカンンピピロロババククタターー

222200件件
1199%%

植植物物性性自自然然毒毒

3355件件33%%

ウウエエルルシシュュ菌菌

3333件件33%%

ササルルモモネネララ属属菌菌

2255件件22%%

不不明明2244件件22%%

ククドドアア2222件件22%%

腸腸管管出出血血性性大大腸腸菌菌1155件件11%%

化化学学物物質質1144件件11%%

動動物物性性自自然然毒毒1122件件11%%

腸腸管管出出血血性性大大腸腸菌菌（（ＶＶＴＴ産産生生））

1100件件11%%

セセレレウウスス菌菌55件件00%%

そそのの他他ののウウイイルルスス55件件00%%
そそのの他他のの病病原原大大腸腸菌菌

44件件00%%

そそのの他他のの寄寄生生虫虫33件件00%%

腸腸炎炎ビビブブリリオオ22件件00%%

ボボツツリリヌヌスス菌菌11件件00%%

令令和和７７年年全全国国食食中中毒毒事事件件数数（（病病因因物物質質別別））

総総事事件件数数

11,,117722名名

ノノロロウウイイルルスス

1188,,556666名名
7755%%

ウウエエルルシシュュ菌菌

11,,226600名名55%%

カカンンピピロロババククタターー

11,,222266名名55%%

ササルルモモネネララ属属菌菌666622名名33%%

不不明明552200名名22%%

化化学学物物質質443333名名22%%

腸腸管管出出血血性性大大腸腸菌菌（（ＶＶＴＴ産産生生））336622名名11%%

そそのの他他ののウウイイルルスス336611名名11%%

腸腸管管出出血血性性大大腸腸菌菌330055名名11%%

アアニニササキキスス228833名名11%%

ククドドアア220077名名11%%

腸腸炎炎ビビブブリリオオ119999名名11%% そそのの他他のの病病原原大大腸腸菌菌118844名名11%%

植植物物性性自自然然毒毒

9900名名00%%

セセレレウウスス菌菌2277名名00%%

動動物物性性自自然然毒毒2211名名00%%

そそのの他他のの寄寄生生虫虫2200名名00%%

ボボツツリリヌヌスス菌菌11名名00%%

令令和和７７年年全全国国食食中中毒毒患患者者数数（（病病因因物物質質別別））

総総患患者者数数

2244,,772277名名
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　｢カシューナッツ」によるアレルギー症例数の増加等をふまえ、令和8年4月1日に食品表示基準が

改正され、アレルギー表示が義務付けられた品目（特定原材料）に「カシューナッツ」が追加されまし

た。

【特定原材料】

○経過措置期間について

　 　令和１０年3月３１日までに製造、加工又は輸入されるもの（業務用食品は販売されるもの）は従前の

表示をすることができますが、健康被害防止の観点から、可能な限り速やかに表示ラベルの切替えを

行いましょう。

◎「ピスタチオ」が特定原材料に準ずるものに追加されました

　令和8年4月1日にアレルギー表示を推奨する品目（特定原材料に準ずるもの）に「ピスタチオ」が

追加されました。アレルギーの対象品目は、定期的な実態調査における症例数や重症度を踏まえ、適宜

見直しが行われています。

　全国実態調査において症例数が継続して相当数みられていることを踏まえ、可能な限り速やかにピス

タチオの表示に努めましょう。

（名古屋市保健所 食品衛生課)

｢カシューナッツ｣の
食物アレルギー表示が

義務化されました
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食物アレルギー表示が食物アレルギー表示が
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えび カシューナッツ かに くるみ 小麦 そば 卵 乳 落花生

市公式ウェブサイト市公式ウェブサイトでで公表！公表！

なごやなごやHACCPHACCP自主管理宣言施設を自主管理宣言施設を

募集しています！募集しています！募集しています！

市公式ウェブサイトで公表！

なごやHACCP自主管理宣言施設を

募集しています！

自主管理認定制度について
認定マーク

お店にマークを貼って、

衛生管理への取組みを

アピールしませんか？

なごやなごやなごやなごやなごやなごや 自主管理宣言施設を自主管理宣言施設を自主管理宣言施設を自主管理宣言施設を自主管理宣言施設を自主管理宣言施設を
動画でわかりやすく解説！

名古屋市公式YouTubeチャンネル「まるはっちゅ～ぶ」
3chで配信中

動画制作：名古屋市食品衛生協会

制作委託：名古屋市
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高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1か月（月の初めから終わりまで）で
自己負担上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。

上限額は年齢や所得区分により異なりますが、令和8年8月から変更されます。(別表参照）ただ
し、多数回該当（過去１２か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から）の金額について
は据え置かれます。

また、新たに年間上限額が新設されます。これにより、月単位の限度額が上限に達していない方で
も、年間上限に達した場合には、当該年においてそれ以上の負担は不要となります。

令和8年8月から高額療養費の
自己負担額上限額が見直され、

年間上限額が新設されます｡

令和8年8月から高額療養費の令和8年8月から高額療養費の令和8年8月から高額療養費の令和8年8月から高額療養費の令和8年8月から高額療養費の令和8年8月から高額療養費の
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令和８年７月まで

月単位の
上限額（円）

月単位の
上限額（円）

年単位の
上限額（円）

旧ただし書き所得 252,600+（医療費ー842,000)×1％ 270,300+（医療費ー901,000)×1％

９０１万円超 ＜多数回該当：140,100＞ ＜多数回該当：140,100＞

旧ただし書き所得 167,400+（医療費ー558,000)×1％ 179,100+（医療費ー597,000)×1％

６００万円～９０１万円 ＜多数回該当：93,000＞ ＜多数回該当：93,000＞

旧ただし書き所得 80,100+（医療費ー267,000)×1％ 85,800+（医療費ー286,000)×1％

２１０万円～６００万円 ＜多数回該当：44,400＞ ＜多数回該当：44,400＞

旧ただし書き所得 57,600 61,500

２１０万円以下 ＜多数回該当：44,400＞ ＜多数回該当：44,400＞

35,400 36,900

＜多数回該当：24,600＞ ＜多数回該当：24,600＞

((別別表表))患患者者負負担担割割合合及及びび高高額額療療養養費費自自己己負負担担限限度度額額

出典：厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」
【【～～７７００歳歳未未満満】】

区分
負担
割合

令和８年８月～令和９年７月

（*１）義務教育就学前の者については２割。

（*２）旧ただし書き所得86万円未満に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

３割
(*１)

1,680,000

1,110,000

530,000

530,000
(*２)

住民税非課税 290,000

個人単位
（外来のみ）

世帯単位
個人単位
（外来のみ）

世帯単位
年単位の
上限額（円）

現役並み所得者

(課税所得690万円以上)

現役並み所得者

(課税所得380万円以上)

現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

一般 18,000 57,600 22,000 61,500

(課税所得145万円未満) (年間上限額144,000) ＜多数回該当：44,400＞ (年間上限額216,000) ＜多数回該当：44,400＞
(*１,２) (*３)

住民税非課税 11,000 25,700

(低所得Ⅱ) (年間上限額96,000) ＜多数回該当：24,600＞

住民税非課税

(低所得Ⅰ)
(所得が一定以下)

区分
負担
割合

令和８年７月まで 令和８年８月～令和９年７月

３割

＜多数回該当：140,100＞ ＜多数回該当：140,100＞

＜多数回該当：93,000＞ ＜多数回該当：93,000＞

＜多数回該当：44,400＞

【【７７００歳歳～～７７４４歳歳】】

(*１)　収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む。

(*２)　旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

(*３)　１年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、144,000円の上限を設ける。

(*４)　課税所得28万円未満に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和９年8月に償還払い。

252,600+（医療費ー842,000)×1％ 270,300+（医療費ー901,000)×1％
1,680,000

167,400+（医療費ー558,000)×1％ 179,100+（医療費ー597,000)×1％
1,110,000

80,100+（医療費ー267,000)×1％ 85,800+（医療費ー286,000)×1％
530,000

530,000
(*４)

２割

＜多数回該当：44,400＞

8,000

290,00024,600

15,000 8,000 15,700 180,000

№.398　令和8年7月1日
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第
三
十
四
期
組
合
会
議
員
の

任
期
満
了
に
伴
い
、
去
る
三
月

十
三
日
に
選
挙
を
実
施
し
た
結

果
、
第
三
十
五
期
組
合
会
議
員

（
三
十
三
名
）
は
、
次
の
と
お

り
決
定
し
ま
し
た
。
任
期
は
二

年
で
す
。

(

○
印
は
新
任
、
敬
称
略)

千
種
地
区
選
出
（
二
名)

〇
水
野　

啓　

〇
加
藤
卓
男

東
地
区
選
出
（
一
名)

　

関
山
和
重

北
地
区
選
出
（
二
名)

〇
橋
本
幸
雄　
　

奥
田
弘
美

西
地
区
選
出
（
一
名)

　

田
畑
治
郎

中
村
地
区
選
出
（
二
名)

　

南
谷
孝
昭　
　

森　

重
之

中
地
区
選
出
（
六
名)

　

新
美
公
平　
　

守
屋
恵
美
子

　

黒
柳
明
博　
　

中
山
義
規

　

加
藤　

淳　
　

橘　

正
徳

昭
和
地
区
選
出
（
一
名)

　

児
玉
雅
彦

瑞
穂
地
区
選
出
（
一
名)

　

山
田
克
哉

熱
田
地
区
選
出
（
一
名)

　

小
栗
栄
治

中
川
地
区
選
出
（
一
名)

　

野
呂
憲
司

港
地
区
選
出
（
一
名)

　

犬
飼　

満

南
地
区
選
出
（
一
名
）

　

漆
島
八
重
子　

守
山
地
区
選
出
（
一
名)

　

石
原
完
治

緑
地
区
選
出
（
一
名)

　

小
野
田
良
明

名
東
地
区
選
出
（
一
名)

〇
伊
藤
征
之

天
白
地
区
選
出
（
一
名)

　

伊
藤
茂
久

飲
食
組
合
選
出
（
三
名)

　

岩
田
賢
一　
　

村
﨑
昭
三

〇
尾
山
良
男

喫
茶
組
合
選
出
（
二
名)

　

矢
頭
賢
一　
　

原
田
太
一

麺
類
組
合
選
出
（
一
名)

　

中
條
茂
信

中
華
組
合
選
出
（
一
名)

　

西
脇
信
義

す
し
組
合
選
出
（
一
名)

　

黒
木
国
光

社
交
組
合
選
出
（
一
名)

　

西
田
良
昭

高額療養費の月単位の自己負担は、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じて
負担いただきますが、医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額（年間上限）を設けます。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

高額療養費の年間上限の新設

※多数回該当：年に４回以上高額療養費に該当する方の自己負担を更に軽減する仕組み
（例）年収約370万円～年収約770万円の者の自己負担限度額（現行）・年１～３回：80,100円＋１％ ・年４回目以降：44,400円

長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能の強化

年間
約4.3万円の
負担減

見直し前 見直し後

57.3万円 53.0万円自己負担

これまで多数回該当（※）に該当しなかった方の場合 極めて高額な医療を受けた方の場合

自己負担

見直し前 見直し後

76.7万円
53.0万円

年間
約23.7万円の

負担減

8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

※「年間上限」に該当

1,488.0
（万円）

自己負担

負担減額分

高額療養費

多数回該当：年に４回以上高額療養費に該当する方の自己負担を更に軽減する仕組み

7.4 8.0 7.07.5 8.0 7.9 7.67.8 7.5 8.0

8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

7.2

年間上限に該当自己負担

負担減額分

高額療養費

（万円）

今回の見直しにより、例えば、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。
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資格情報のお知らせ・資格確認書
についてお知らせします。

マイナ保険証をお持ちの方には

資格情報のお知らせが届きます！

• マイナ保険証の利用登録がお済みの方に、
医療保険の資格情報を確認できるよう
交付される書類です。

※資格情報のお知らせ単体では受診等できませんが、顔認証付きカー
ドリーダーの不具合など、医療機関等でマイナ保険証を利用できない
場合には、マイナンバーカードとセットで提示することで受診できます。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちでない方には

資格確認書が届きます！

• マイナンバーカードをお持ちでない方、
マイナ保険証の利用登録がお済みでない
方等が、医療機関等を受診する際に提示
する書類です。

資格確認書

• 資格情報のお知らせが届いた方は、
マイナ保険証で医療機関等を受診してく
ださい。

国民健康保険にご加入されている皆様へ

• 有効期限があります。有効期限が切れる
ときには、申請しなくても自動で新しい資
格確認書が送付されます。

※70歳未満の方の資格情報のお知らせには原則、有効期限がありません。
すでに資格情報のお知らせをお持ちの70歳未満の方には新しく届かな
い場合があります。

№.398　令和8年7月1日
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医療機関・薬局の受付で提示するもの

マイナ保険証につい
てもっと知りたい方
はこちら

医療機関・薬局でご提示いただくのは

以下のいずれかです。 お手元にあるかをご確認ください。

過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる

救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

マイナ保険証の利用登録をしていない場合も、医療機関・薬局に

マイナンバーカードをお持ちいただくと、その場で登録できます。

健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できるシーンが

広がっています。ぜひメリットの多いマイナ保険証のご利用をお願いします！

※ マイナポータルや、セブン銀行ATMからも利用登録が可能です

以下のいずれかです。

※従来の健康保険証の有効期限は終了しました

マイナ保険証にはこんなメリットがあります！

利用登録は簡単！

マイナ保険証 資格確認書

マイナ保険証を
お持ちの方は
マイナ保険証を
ご利用ください

マイナ保険証を
お持ちでない方は
資格確認書を
ご利用ください

資格確認書をお使いの方も、利用登録いた
だければ、マイナ保険証の利用が可能です。
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